
裁
判
員
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て

選
ば
れ
る
の
で
す
か
？

　

20
歳
以
上
の
有
権
者
（
選
挙
権
の
あ
る

人
）
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
誰
で
も
裁

判
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

毎
年
11
月
上
旬
頃
ま
で
に
各
市
町
村
の

選
挙
人
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
に
よ
り
無
作

為
に
選
ば
れ
、
裁
判
所
ご
と
に
裁
判
員
候
補

者
名
簿
が
作
成
さ
れ
、
一
年
間
裁
判
員
候
補

者
と
し
て
名
前
が
載
り
ま
す
。
こ
の
名
簿
に

載
っ
た
人
に
は
、
12
月
上
旬
ま
で
に
、
そ
の

旨
の
通
知
（
候
補
者
名
簿
記
載
通
知
）
と
調

査
票
が
届
き
ま
す
。

　

ま
た
、
実
際
に
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合

に
は
、
事
件
ご
と
に
裁
判
員
候
補
者
名
簿

か
ら
50
人
か
ら
１
０
０
人
程
度
が
無
作
為

に
選
ば
れ
、
裁
判
の
６
～
８
週
間
前
ま
で

に
裁
判
の
期
日
を
知
ら
せ
る
「
呼
出
状
」

と
辞
退
事
由
の
有
無
を
確
認
す
る
「
質
問

票
」
が
届
き
ま
す
。

桂
川
町
か
ら
は
何
名
く
ら
い

選
ば
れ
る
の
で
す
か
？

　

桂
川
町
の
方
が
裁
判
員
と
し
て
選
ば
れ

た
場
合
に
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
の
管
理

や
、
裁
判
員
裁
判
を
行
う
管
轄
の
裁
判
所

は
、
福
岡
地
方
裁
判
所
（
福
岡
市
中
央
区

城
内
一
ー
一
）
に
な
り
ま
す
。

　

過
去
の
福
岡
地
方
裁
判
所
で
の
刑
事

事
件
取
り
扱
い
件
数
な
ど
か
ら
、
平
成

21
年
５
月
21
日
か
ら
始
ま
る
裁
判
員
制
度

で
必
要
と
さ
れ
る
裁
判
員
候
補
者
人
数
は

１
万
１
２
０
０
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

内
、
桂
川
町
か
ら
は
45
人
の
方
が
、
裁
判
員

候
補
者
と
し
て
名
簿
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
場
合
、
辞

退
は
で
き
な
い
の
で
す
か
？

　

裁
判
員
制
度
は
、
特
定
の
職
業
や
立
場

の
人
に
偏
ら
ず
、
広
く
国
民
に
参
加
し
て

も
ら
う
制
度
の
た
め
、
原
則
と
し
て
辞
退

は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
法
律
で
認
め

ら
れ
た
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
、
裁
判

所
が
認
め
た
場
合
は
、
辞
退
す
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

●
70
歳
以
上
の
人
。

●
学
生
、
生
徒
。

●
重
い
疾
病
や
傷
害
に
よ
り
裁
判
員
の
職

務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

●
同
居
の
親
族
の
介
護
や
養
育
を
行
っ
て

い
る
人
。

●
事
業
上
の
重
要
な
用
務
を
自
分
で
処
理

し
な
い
と
著
し
い
損
害
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
る
人
。

●
父
母
の
葬
式
へ
の
出
席
な
ど
社
会
生
活

上
重
要
な
用
務
が
あ
り
、
別
の
日
に

行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
。

裁
判
員
裁
判
に
は
、
何
日
間
く

ら
い
関
わ
る
の
で
す
か
？

　

そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
に
よ
り
異
な
り
ま
す

が
、
裁
判
員
制
度
で
は
法
廷
で
の
審
理

を
始
め
る
前
に
、
効
率
よ
く
裁
判
が
行

え
る
よ
う
、
事
件
の
争
点
や
証
拠
を
整
理

し
、
審
理
計
画
を
明
確
に
す
る
た
め
の
手

続
（
公
判
前
整
理
手
続
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
、
裁
判
は
で
き
る
だ
け
連
続
し

た
日
程
で
開
廷
し
、
大
半
の
事
件
は
３
日

以
内
に
終
わ
る
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

１
日
に
裁
判
が
行
わ
れ
る
時
間
も
、
裁

判
員
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
、
５
時
間

か
ら
６
時
間
と
見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
裁
判
員
候
補
者
や
裁
判
員
、
補

充
裁
判
員
と
し
て
裁
判
所
に
来
た
場
合
、

日
当
や
交
通
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

日
当
は
、
裁
判
員
候
補
者
は
１
日
８
千

円
以
内
、
裁
判
員
と
補
充
裁
判
員
は
１
日

１
万
円
以
内
で
支
払
わ
れ
ま
す
。

　

交
通
費
は
、
裁
判
所
の
規
則
の
定
め
に

し
た
が
っ
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

裁判員裁判の流れⅠ

事件ごとの
裁判員候補者

の選定

●事件ごとに、候補者名簿の中からくじにより裁
判員候補者を選びます。

◎事件１件あたり、50 人から 100 人程度が選ば
れます。

呼出状・質問票
の送付

●事件ごとの候補者に、裁判の期日を知らせる呼
出状と質問票を送ります。

◎質問票では、裁判当日に「重い病気やけが」「介
護や養育の必要な同居家族」「当人が処理しなけ
れば多大な損害が生じる恐れのある仕事上の重
要な用務」「他の日に行うことができない社会生
活上の重要な用務」のような事情があるか、あ
る場合は辞退を希望するかをおたずねします。
辞退事由が認められれば、裁判所への呼出しが
取り消されます。

候補者名簿
の作成

●選挙人名簿から、翌年の裁判員候補者になる人
をくじで選び裁判員候補者名簿を作成します。

候補者への通知
調査票の送付

●名簿に登載された方に、名前が載ったことをお
知らせし、調査票を送ります。

◎調査票では、「裁判員になれない理由」「辞退事
由があるか、ある場合は辞退を希望するか」な
どをおたずねします。これら辞退事由等が認め
られれば、裁判員候補者には選ばれません。

11
月
上
旬
か
ら
12
月
上
旬
ま
で

裁
判
の
６
週
間
前
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